
環境省環境安全課の加藤です。本日はお忙しいところ、お越しいただき、ありがとう
ございます。

最後に、環境省よりこれまでの取組みについて簡単に御紹介させていただきます。
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まず、環境省の取り組んでおります化学物質の内分泌かく乱作用のプログラムは、
「EXTEND2010」と申しまして、平成22年７月に策定したものでございます。それに基づ
いて、今後５年間程度を見据えてやっていくということでこのプログラムを作っているの
で、実はそろそろ５年経つというところなんですが、見直しの作業を現在少しずつ進め
ているところでございます。ただ、周辺の状況、諸外国の状況をみてみますと、EUでの
動きや、ICCM4が今年の秋にございますが、そういったところの中で海外の動きなども
みながら、我が国も歩調をそろえてやっていくという観点から、今年度中の取りまとめ
ではなくて、たぶん来年度に食い込んだ形で取りまとめができるのではないかと思って
いるところでございます。

本日はヒト健康に関するお話が多くありましたが、環境省では生態影響に関する検討
を優先して取り組んでいるところでございます。また、特徴としては、実際の試験に至る
ところまでとりあえずはまず国でやっていっているというところでございます。
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こちらの概念図がEXTEND2010の全体像でございますが、特に環境省が現在力を入
れているのは、少し黒くなっている②試験法の開発と④作用・影響評価の実施というと
ころでございます。特にこの②と④が出来上がらないことにはリスク評価が出来上がら
ない。リスク評価が出来上がらないと、どういった管理をしていけばよいか決まらないと
いうところでございますので、特に②と④に注力してこれまで取り組んでまいりました。
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作用・影響評価の考え方でございますが、水環境中を中心にやっております。という
ことで、水生生物：魚類、両生類や無脊椎動物が中心になっております。

評価の対象とする影響というのは、エストロゲン様作用、抗エストロゲン様作用、いわ
ゆる性ホルモン系関係の部分と、発達に関するものとして、甲状腺に関する作用、成
長に及ぼす影響として、幼若ホルモンや脱皮ホルモン、これは無脊椎動物になります
が、そういったところの影響を中心にみております。

検討対象物質は、リスク評価という観点から、国内で検出されたことのある物質を中
心に行っているところでございます。

試験は２段階の有害性評価の枠組みということで、１段階目は試験管内試験と簡易
生物試験、２段階目で確定試験をするといったところでこの作用・影響評価をやってお
ります。
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こちらが生殖に及ぼす性ホルモン関係の有害性評価の枠組みですが、昨年度のセミ
ナーと違う部分として、第２段階の有害性評価の部分に生物試験が出来上がりまし
た。メダカ拡張一世代繁殖試験、英語では「MEOGRT」となっておりますが、こちらにつ
いてTG240という番号が付きました。こちらは昨年の９月に日本とアメリカと共同で
OECDへ提出させていただいたテストガイドライン案が本年の４月に無事承認され、公
開されたところです。こちらのメダカ拡張一世代繁殖試験が完成することで、エストロゲ
ン、抗エストロゲン、アンドロゲン作用に関する試験がすべて出来上がるということで、
第１段階、第２段階を通した有害性の評価が出来上がるということになっております。
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EXTEND2010におけるこれまでの評価の進展としては、当初の目的では、５年間で
100物質程度を目途として検討対象物質を選定するということを予定しておりますが、
既にこれを超過して現在114物質を選定させていただいております。

これらの選定した物質について文献の調査を実施いたしまして、64物質をこれから調
査していく物質と結論付けております。現時点では、残りの物質のうちの21物質は、信
頼性評価を実施している最中でございます。

そして第１段階の中の試験管内試験は、現時点で40物質、試験管内試験をするとい
うことになっておりまして、その40物質を対象に111項目の試験をこれまで実施してきて
おります。うち試験結果が陽性であったものは、13物質でございました。
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その陽性であった13物質のうち、さらに10物質について、魚類の短期繁殖試験
（OECDのTG229）を実施しております。このうち試験が終了した物質は９物質で、これ
らについてエストロゲン様作用を確認しております。うち８物質については有害性、この
場合の有害性というのは、産卵への影響でございます。産卵への影響が示唆されると
いうことを確認しております。

そして第２段階の生物試験は、今年度無事出来上がりましたので、まず今年度、4-ノ
ニルフェノールを実施する予定としております。

最後に試験法の開発・検討状況でございますが、そのほか、エストロゲン様作用、抗
エストロゲン様作用及びアンドロゲン様作用以外の作用、先ほどの甲状腺関係とか、
発達に関するもの、幼若ホルモン、脱皮ホルモン、そういったものの第１段階の生物試
験がまだ完成していないという状況にあります。また、無脊椎動物に関する長期試験
についてもまだ作成中ということで、これもこれからアメリカ合衆国の御協力なども得つ
つ頑張っていきたいと思っております。
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そのほか、野生生物の生物学的知見研究とか基盤的研究ということで、
EXTEND2010に関する研究事業を御紹介いたします。

EXTEND2010では、実際、野生生物の中にどういった異変が起きているのかというの
を調べる研究と、基礎的な研究についても一部、こちらは公募型のものを中心に、また
一部については「指定研究」のような形で課題を設定してお願いして研究いただいてい
るところでございます。
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あとは国協力事業でございます。日英、日米それぞれで協力事業を実施しておりまし
て、日英の共同研究は、平成11年に採択されたＧ８環境大臣会合から開始しておりま
す。もともと５年間だったのですが、終わるたびに５年ずつ延長しておりまして、昨年
度、平成26年度は、11月下旬のワークショップでさらに５年間の延期が決定いたしまし
た。ということで、本年度、平成27年度からは第４期の日英共同研究事業を実施してお
ります。

日米の二国間協力は、平成16年１月に合意いたしまして、それ以後、実施しておりま
す。魚類、両生類の試験法の共同開発事業につきましては、メダカ拡張一世代繁殖試
験及び幼若期両生類成長・発達試験、こちらは「LAGDA」という名称ですが、こちらを昨
年の９月に共同でOECDに提出し、今年の４月に承認を得たと先ほど御説明したとおり
でございます。

日米の協力事業につきましては、来月、９月に我々のほうで米国に訪問いたしまし
て、ワークショップ等を開催して、今後とも連携を深めていきたいと思っているところで
ございます。
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簡単でございますが、以上で環境省の取組みについての御紹介を終了させていただ
きます。
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